変更届出に必要な書類（介護福祉士実務者学校）

提出期限：変更のあった日から１月以内
提出先：関東信越厚生局 健康福祉部 健康福祉課 保健係（介護福祉士実務者学校担当）
　　　　kkksy02@mhlw.go.jp

設置者の名称及び住所の変更
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


学校の名称の変更
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。
学校の位置の変更
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



学則（修業年限、養成課程、入学定員、学級数に関する事項以外）の変更
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


（学則変更のうち、）カリキュラムの変更
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）
※資格取得に必要な修業教科目及び単位数並びに履修方法に関する事項が学則の他の定められている場合は、その内容が確認できる規程等についても新旧規程を添付すること。

４　変更科目の授業概要（参考別紙１）
　※介護福祉士実務者学校において、社会福祉士介護福祉士学校指定規則に定められた科目について、変更があった場合に、変更のあった科目についてのみ作成すること。
※授業概要について、介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針の別表５に示された教育に含むべき事項が全て含まれているか確認できるよう、該当箇所に下線を引くこと。

５　変更科目に係る担当教員の調書、資格証等の写し

６　時間割案（参考別紙２）

７　学習進度計画表案（参考別紙３）

８　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

９　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）　
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


教員の変更（専任教員、医療的ケアを担当する教員に限る）
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
[bookmark: _Hlk221093055]※追加・削除となった教員の氏名及び教員調書頁番号を記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　教務に関する主任者に関する調書、介護過程Ⅲ（面接授業）を担当する教員に関する　
調書、医療的ケアを担当する教員に関する調書（変更のあった教員のみ）
　※「教育歴・職歴」欄において、「年月」の項目は、「○年○月～△年△月（×年×月）」のように、期間及び合計年月を記載すること。また、現在に至るまで従事している教育歴又は職歴については、届出月までをカウントすること。なお、育児休業等の期間については、教育歴又は職歴に含めないこと。
　※「教員調書頁番号」欄は必ず記載すること。教員調書頁番号は一人の教員に固有のものであるため、退職した教員については欠番とし、新たに着任した教員については新たな番号を付与すること。

[bookmark: _Hlk220682572]４　資格証・講習会修了証等の写し（変更のあった教員のみ）
　※社会福祉士介護福祉士学校指定規則の教員要件に応じた資格証等の写しを添付すること。なお、要件に関係ない資格証等の写しの添付は不要であること。
　※厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会を修了した者については、その修了証の写しを添付すること。

５　就任承諾書（変更のあった教員のみ）（参考別紙４）

６　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）　
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


他の学校等の名称等並びに他の学校等において実施する面接授業の科目（面接授業を他の学校等に実施させる場合）
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　実施先の承諾書の写し

４　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



面接授業実施期間における講義室及び演習室（通信課程の場合）
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　面接授業会場の設置者の承諾書の写し

４　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



課程修了の認定の方法（通信課程の場合）
１　介護福祉士実務者学校変更届出書
※「設置年月日」欄には指定を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には指定又は定員変更をした年度の４月１日を記載するこ　
と。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「介護福祉士実務者学校変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



【その他の留意事項】
1 [bookmark: _Hlk220682693]電子媒体で当局へ届出する際には、媒体はPDF（300dpi以上）とし、１つのファイル（ファイル名：介護福祉士実務者学校変更届出書（〇〇大学）_260105届出）で提出すること。なお、当省のメールの受信可能容量が約10MBのため、その場合は分割し、ファイル名の先頭に枝番を付記（例：「01_〇〇」～「03_〇〇」）したうえで、提出すること。また、個人情報を送信する場合は、ファイルにパスワードを設定し、別送でパスワードの連絡をすること。

2 書類の順番は、上記の各変更事項に記載の順番に揃えること。ただし、個別の教員に関する書類については教員単位で教員調書頁番号順に並べること。

3 メールで提出する際の件名には必ず、学校名、提出日、書類名を記載すること。
例）件名：【○○大学】260105 介護福祉士実務者学校変更届出書

4 各項目の区切りには、仕切りのページを入れ項目を記載すること。

5 届出の提出期限の日が行政機関の休日の場合
提出期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第２条の規定に基づき、行政機関の休日の翌日をもってその提出期限とすること。
例：「令和７（2025）年12月１日」の場合
→提出期限は「令和８（2026）年１月５日（月）」となる。

6 変更があった日から１月以内に届出できなかった場合
任意の様式で届出遅延の経緯や再発防止策を記載した「遅延理由書」を作成し、できるだけ速やかに届出すること。
